
 

黒潮町産材利用促進事業費補助金交付要綱 

（令和５年３月２２日告示第３２号）    

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則（平成１８年黒潮町規則第４６号。以下

「規則」という。）第２０条の規定に基づき、黒潮町産材利用促進事業費補助金（以下

「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助目的） 

第２条 町は、町産材を用いた住宅を建築する際に町産材の購入に要する経費を補助す

ることにより、町産材の利用拡大を促進し、もって林業の持続的な発展と雇用の促進

を図ると共に地域全体の活性化を推進することを目的として、予算の範囲内で補助金

を交付する。 

（定義） 

第３条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１） 町産材 町内の森林組合、製材業者及び木材販売業者並びに高知県内の森林

組合連合会により町内で産出された材であることが証明される木材をいう。 

（２） 建築 住宅を新築又は増築することをいう。 

（３） 主要部材 建築において重要な部分に用いられる木材のことをいい、主とし

て土台、大引、梁、桁、火打、母屋、隅木、谷木、束、小屋束、棟木、通し柱、

管柱、間柱、筋かい、垂木、差鴨居、根太、吊り束、窓台、まぐさのことをい

う。 

（補助対象者） 

第４条 この補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に

掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。 

（１） 町内に建築される木造住宅（以下「住宅」という。）を取得又は所有する者

で、その住宅の建築を町内に住所又は営業所の在る建築業を営む者に依頼した

もの 

（２） 前号に規定する住宅に、住宅建築後居住する者 

（３） 次のアからカまでに掲げる町税等（以下「町税等」という。）の滞納がない者 

ア 黒潮町税条例（平成１８年黒潮町条例第５８号）に規定する町税 

イ 黒潮町国民健康保険税条例（平成１８年黒潮町条例第６１号）に規定する国

民健康保険税 

ウ 黒潮町介護保険条例（平成１８年黒潮町条例第１３３号）に規定する保険料 

エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年高

知県後期高齢者医療広域連合条例第２９号）に規定する保険料であって、町が



 

徴収する保険料 

オ 黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則

（平成２７年黒潮町規則第１２号３）に規定する保育料 

カ アからオまでに附帯する延滞金 

（４） 別表に掲げるいずれにも該当しない者 

（補助金の交付対象） 

第５条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 町内に建築する住宅であること。 

（２） 延べ面積５０平方メートル以上の住宅（併用住宅の場合は、住宅部分の床面

積が延べ面積の２分の１以上かつ５０平方メートル以上であること。）であるこ

と。 

（３） １平方メートル当たり０．０６立方メートル以上の主要部材の町産材を使用

した住宅（併用住宅の場合は、住宅部分に限る。）であること。 

（４） 合併処理浄化槽を設置する住宅であること。ただし、農業集落排水処理施設

又は漁業集落排水処理施設の処理区域内に住宅を建築した場合は、農業集落排

水処理施設又は漁業集落排水処理施設の使用者となること。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、住宅（併用住宅の場合は、住宅部分に限る。）に使用した町産材

の主要部材に１立方メートル当たり７万円を乗じて得た額とする。この場合において、

主要部材の材積の合計の小数点第２位以下の端数は切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、建築する住宅一戸当たりの補助金の額は１００万円を上

限とする。 

３ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものと

する。 

（補助金の交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、黒潮町産材利

用促進事業費補助金交付申請書（様式第１号）（以下「交付申請書」という。）に、次

に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。 

（１） 住宅建築計画関係図面（図面、構造、木材使用量の分かる図書等を含む。） 

（２） 建築工事の見積書の写し 

（３） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号)第６条第１項に規定する確認済証の

写し（建築確認が必要な場合に限る。） 

（４） 補助対象者の住民票の写し 

（５） 補助対象者が建築した住宅に居住する旨の居住誓約書（様式第２号） 

（６） 補助対象者の町税等の納付状況調査に関する同意書（様式第３号） 

（７） その他町長が必要と認める書類 

（補助の条件） 



 

第８条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に定める条件を付するもの

とする。 

（１） 規則及びこの告示を遵守すること。 

（２） 補助金の交付条件に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若

しくは返還させることがあること。 

（補助金の交付決定） 

第９条 町長は、前条の申請を受理したときは速やかに審査を行い、補助金の交付の適

否を決定し、適当であると認めるときは、黒潮町産材利用促進事業費補助金交付決定

通知書（様式第４号）により当該申請者に通知するものとする。 

（補助事業の着手） 

第１０条 補助事業の着手は、原則として前条の規定による補助金の交付の決定通知に

基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めて、町長が

黒潮町産材利用促進事業指令前着手届（様式第５号）を受理した場合は、受理した

日から事業に着手することができるものとする。 

（補助金の変更） 

第１１条 前条の補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当するときは、事前に黒潮町産材利用促進事業費補助金変更

交付申請書（様式第６号）（以下「変更申請書」という。）により町長に申請し、その

承認を受けなければならない。 

（１） 補助事業の中止又は廃止 

（２） 補助金額の増額及び２０％を超える減額 

（３） 建築工事請負業者の変更 

（４） 工期の延長 

２ 変更申請書には、変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 変更後の工事見積書の写し 

（２） 変更住宅建築計画関係図面（図面、構造、木材使用量の分かる図書等を含む。） 

３ 町長は、第１項の申請を受理したときは、その申請に係る審査を行い、変更が適当

であると認めるときは、黒潮町産材利用促進事業費補助金変更交付決定通知書（様式

第７号）により、当該補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了した日から３０日以内又は補助金の交付の決

定を受けた年度の３月３１日のいずれか早い期日までに、補助事業の成果を記載した

黒潮町産材利用促進事業費補助金実績報告書（様式第８号）に次の書類を添付して町

長に報告しなければならない。 

（１） 町内の森林組合、製材業者及び木材販売業者並びに高知県内の森林組合連合

会が町産材であることを証明する黒潮町産材証明書（様式第９号） 

（２） 建築工事の請負契約書の写し 



 

（３） 建築工事完了引渡証明書（様式第１０号） 

（４） 建築確認が必要な場合は建築基準法第７条第５項に規定する検査済証の写し 

（５） 工事写真（町産材の施工状況が確認できる写真複数枚及び工事完了後の完成

写真複数枚 

（補助金額の確定） 

第１３条 町長は、前条に規定する実績報告に基づき、補助金の交付の決定の内容及び

これに付した条件に適合するものであるか検査し、補助金の額を確定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付を確定したときは、黒潮町産材利用促進事

業費補助金確定通知書（様式第１１号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１４条 補助金は、前条第１項の規定により交付すべき額の確定を行った後に交付す

るものとする。 

 (繰越承認申請) 

第１５条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を翌年

度に繰り越す必要がある場合は、黒潮町産材利用促進事業費補助金繰越承認申請書（様

式第１２号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の申請を受理したときは、その申請に係る審査を行い、適当であると

認めるときは、その承認をし、黒潮町産材利用促進事業費補助金繰越承認通知書（様

式第１３号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（住宅の処分の制限等） 

第１６条 補助事業者は、補助事業に係る住宅について、減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号)に規定する耐用年数を経過するときまでは、

町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄

し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助事業に係る住宅の処分の承認を受けようとす

るときは、あらかじめ黒潮町産材利用促進事業費補助金住宅処分承認申請書（様式第  

１４号）により町長に申請しなければならない。 

３ 町長は、前項の申請を受理したときは速やかに審査を行い、前項の住宅の処分の適

否を決定し、適当であると認めるときは、黒潮町産材利用促進事業費補助金住宅処分

承認通知書（様式第１５号）により当該補助事業者に通知しなければならない。 

４ 町長は、第２項の住宅を補助金等の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等

の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。 

（交付決定の取消し） 

第１７条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 



 

（２） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） 規則又はこの告示に違反したとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、黒潮町産材利用

促進事業費補助金交付取消通知書（様式第１６号）により当該補助事業者に通知する

ものとする。 

（補助金の返還）  

第１８条 町長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限

を定めて、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。 

（財源） 

第１９条 この補助金の財源の一部又は全部を、森林環境税及び森林環境譲与税に関す

る法律（平成３１年法律第３号）第２７条に規定する森林環境譲与税をもって充てる

ことができる。 

（情報の公開） 

第２０条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例（平成１８年黒潮町条例第１２号）に

基づく公開請求があった場合には、同条例第９条に規定する非公開情報以外の情報は、

原則として公開するものとする。 

（その他） 

第２１条 この告示に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は、町長が別に定

める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（令和５年度における補助申請の特例） 

２ 令和５年度中に住宅建築の契約をした住宅については、第１０条本文の規定にかか

わらず、同年度中に第７条に規定する補助金の交付申請が行われたときは補助金の交

付対象とする。 

 

別表（第４条関係) 

１  暴力団（黒潮町暴力団排除条例（平成２２年黒潮町条例第２３号。以下「条

例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員等（同条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。 

２ 条例第１１条の規定に違反した事実があるとき。 

３ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務

を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有



 

するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その

他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。 

４ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 

５ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している

とき。 

６ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

７ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、

物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力

団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 

８ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると

認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 

９ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、

又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用した

とき。 

１０ その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき。 

 

 


